
Lake Biwa

Otsu City

議案第１３８号
大津市一般職の職員の給与に関する条例の一部

を改正する条例の制定について

議案第１４０号
大津市一般職の任期付職員の採用及び給与の特

例に関する条例の一部を改正する条例の制定につ
いて

令和５年１２月１４日（木） 総務部人事課

総務常任委員会資料
（議案第１３８号、議案第１４０号）
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・大津市一般職の職員の給与に関する条例

・大津市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

１ 改正を必要とする条例
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（１）人事院勧告等に伴う給与改定

令和５年の人事院勧告及び県人事委員会勧告に準拠しながら、本市職員の給与改定
を実施するため、関係条例の改正を行う。

（２）「より発展した人事給与制度」の実施

加えて、「より発展した人事給与制度」を実施するにあたり、行政職給料表及び医療職
給料表（３）における各級の最高号給の内、国家公務員の俸給表の水準に達していない
ものについて、その均衡を図るため引上げを行い、かつ本市独自の施策として「転換号給
制度」を採用して昇給の基準について整理するため、大津市一般職の職員の給与に関す
る条例の改正を行う。

２ 改正の趣旨
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（１） 人事院勧告等に伴う給料表の改定

人事院勧告等の内容を鑑み、給料を引き上げる。（若年層ほど改定率が大きくなるように傾
斜がかかっているものの、すべての正規職員について影響がある。）
特定任期付職員にかかる給料月額についても改定する。（本市に該当職員なし。）
改定後の給料表は、令和５年４月に遡及して適用する。

３ 内容

行 政 職 医療職(１) 医療職(2) 医療職(３) 技能労務職 教育職(1) 教育職(2)

平 均 引 上 率 １．１１％ ０．３３％ ０．６７％ １．２４％ ０．３４% ２．４８% ０．３８%

平 均 引 上 額 ３，４２７円 １，７３３円 ２，２１３円 ３，７１０円 １，１２６円 ６，９５４円 １，４７９円

現行平均月額 ３０９，３５９円 ５２１，６１８円 ３２９，８７７円 ２９８，５３０円 ３２８，４６０円 ２７９，７７０円 ３８９，１８５円

改定後平均月額 ３１２，７８６円 ５２３，３５１円 ３３２，０９０円 ３０２，２４０円 ３２９，５８６円 ２８６，７２４円 ３９０，６６４円

平 均 年 齢 ４１．７歳 ５０．７歳 ４１．５歳 ４１．５歳 ５７．５歳 ３８．６歳 ４７．４歳
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大津市 国 滋賀県

給 与 改 定 率 ０．８６% ０．９６% ０．９８％

給 与 改 定 額 ３，３５１円 ３，８６９円 ３，６３６円

内 訳

給 料 ３，０４６円 ３，４３１円 ３，３６３円

諸 手 当 － － ６４円

は ね か え り
（ 地 域 手 当 分 ）

３０５円 ４３８円 ２０９円

現 行 平 均 給 与 額 ３８９，６２７円 ４０４，０１５円 ３７２，８９９円

改 定 後 平 均 給 与 額 ３９２，９７８円 ４０７，８８４円 ３７６，５３５円

平 均 年 齢 ４２．４歳 ４２．４歳 ４１．６歳

＜行政職給料表適用者での比較＞

（滋賀県については、扶養手当の改正も実施しているため、諸手当分の改定額が発生）

総務常任委員会資料
（議案第１３８号、議案第１４０号）



Lake Biwa

Otsu City 6

（２） 勤勉手当の改定（令和５年度賞与）

３ 内容

令和５年１２月賞与の期末・勤勉手当について、支給月数を引き上げる。

区 分 現 行 改定後 増 減

期末手当
（一般の職員）

１．２０ １．２５ ０．０５

勤勉手当 １．００ １．０５ ０．０５

期末手当
（暫定再任用職員）

０．６７５ ０．７０ ０．０２５

勤勉手当 ０．４７５ ０．５０ ０．０２５

※期末・勤勉手当の年率 一般職員 ４．４０月分⇒４．５０月分
暫定再任用職員 ２．３０月分⇒２．３５月分
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３ 内容

（３） 期末・勤勉手当の改定（令和６年度賞与）

令和６年６月及び１２月賞与の期末・勤勉手当について、支給月数を引き上げる。

区 分 現 行 改定後 増 減

期末手当（６月）

（一般の職員）

１．２０ １．２２５ ０．０２５

勤勉手当（６月） １．００ １．０２５ ０．０２５

期末手当（１２月） １．２０ １．２２５ ０．０２５

勤勉手当（１２月） １．００ １．０２５ ０．０２５

期末手当（６月）

（暫定再任用職員）

０．６７５ ０．６８７５ ０．０１２５

勤勉手当（６月） ０．４７５ ０．４８７５ ０．０１２５

期末手当（１２月） ０．６７５ ０．６８７５ ０．０１２５

勤勉手当（１２月） ０．４７５ ０．４８７５ ０．０１２５

総務常任委員会資料
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３ 内容

（４） より発展した人事給与制度の実施

〇 「より発展した人事給与制度」とは？

平成２９年度から実施された「人事給与構造改革」により、給料表の最高号給引き下げや昇
任制度の見直し等を行った結果、課題であった「昇任意欲の向上」「職責と処遇の一致」「持
続可能な組織体制の構築」について一定の成果をあげた。

しかしその後、令和２年度の職員アンケート調査によって、「モチベーションの低下」がみら
れるなど、新たな課題が生じている状況である。

今般、「より発展した人事給与制度」として、「人事給与構造改革」の成果を維持しつつ、現
行の課題を解決していくための施策として、「給料表の見直し」と「転換号給制度の導入」を行
う。

総務常任委員会資料
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〇より発展した人事給与制度における具体的な給与施策

「給料表の見直し」

行政職給料表の１～５級及び医療職給料表（３）の１～４級について、国家公務員
の俸給表の水準と均衡を図るため、最高号給を引き上げる。

「転換号給制度の導入」
職員のキャリアビジョンが多様化する中、昇任を希望しない職員について

も、「自分自身の成長や能力を示すこと」で昇給できる制度をつくる。
そのための起点として「転換号給」を設定する。現在の大津市の採用条件を加

味し、４０歳採用者が昇任試験を受験する時期を考慮した号給とする。

なお、「転換号給」は行政職給料表の３～５級に適用し、対象は保育士以外の行
政職とする。

施行日：令和６年１月１日（昇給に影響）

総務常任委員会資料
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① 最高号給及び転換号給の設定

給料表 対象の級 現行最高号給  改正後最高号給 転換号給（特定号給） 

行政職

給料表 

１級 ３２号給 ⇒ ８５号給   設定なし 

２級 ８０号給 ⇒ １２５号給   設定なし 

３級 ５３号給 ⇒ １１３号給   ５６号給 

４級 ５３号給 ⇒ ９３号給   ６１号給 

５級 ３６号給 ⇒ ９３号給   ４１号給 

医療職

給料表

（３） 

１級 ２１号給 ⇒ １６９号給   設定なし 

２級 ６０号給 ⇒ １５３号給   設定なし 

３級 ６５号給 ⇒ １２５号給   設定なし 

４級 ８５号給 ⇒ １１３号給   設定なし 

 

総務常任委員会資料
（議案第１３８号、議案第１４０号）



Lake Biwa

Otsu City

３級(主任級) ４級（係長級） ５級（主幹級）

新最高号給 393,000円（5級93号給）

新最高号給 381,000円(4級93号給）

転換号給 365,500円（5級41号給）
転換号給 364,600円（4級61号給）

新最高号給 350,000円(3級113号給） 現最高号給 358,100円（4級53号給） 現最高号給 358,700円（5級36号給）

転換号給 319,000円（3級56号給）

現最高号給 314,300円（3級53号給）

289,700円（5級1号給）

264,200円（4級1号給）

231,500円（3級1号給）

11

＜行政職給料表における転換号給設定のイメージ＞

・転換号給までは、標準成績で年４号昇給

・転換号給を超えて昇給する場合は、標準成績で
年２号昇給（成績により３号以上の昇給が可能）と
する。

総務常任委員会資料
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②昇給号給数表

＜新制度における転換号給到達者の昇給号給数表＞

※括弧内の数字は、転換号給到達者以外の昇給号給数
※昇給号給数については、規則改正にて対応予定

 

成績区分 下半期 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 

上半期  

Ⅰ ５ ４ ４ ０(2) ０ 

Ⅱ ４ ３(4) ３(4) ０(2) ０ 

Ⅲ ４ ３(4) ２(4) ０(2) ０ 

Ⅳ ０(3) ０(3) ０(3) ０(2) ０ 

Ⅴ ０ ０ ０ ０ ０ 

総務常任委員会資料
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４ 給与改定に伴う会計別所要額
（１） 影響額の合計

会 計 人勧影響額
より発展した

人事給与制度影響額
影響額合計

一 般 会 計 ２２１，８４１千円 ４，２１９千円 ２２６，０６０千円

特 別 会 計 ５，７６５千円 １７２千円 ５，９３７千円

国 保 ２，５９５千円 １０９千円 ２，７０４千円

卸売市場 ５２０千円 １３千円 ５３３千円

介護保険 ２，５１６千円 ５０千円 ２，５６６千円

学校給食 １３４千円 ０千円 １３４千円

企 業 会 計 １６，３１２千円 ３０７千円 １６，６１９千円

企 業 局 １６，３１２千円 ３０７千円 １６，６１９千円

計 ２４３，９１８千円 ４，６９８千円 ２４８，６１６千円

総務常任委員会資料
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４ 給与改定に伴う会計別所要額
（２） 影響額合計の内訳

会計 区分 給料 地域手当 期末勤勉手当 影響額計

一般会計
人勧分 ９５，６０９ ９，５７４ １１６，６５８ ２２１，８４１

制度改正分 ３，８３１ ３８８ ０ ４，２１９

国保事業
人勧分 １，０８１ １０８ １，４０６ ２，５９５

制度改正分 ９９ １０ ０ １０９

卸売市場
人勧分 １４１ １４ ３６５ ５２０

制度改正分 12 １ ０ １３

介護保険
人勧分 １，１２３ １１３ １，２８０ ２，５１６

制度改正分 ４６ ４ ０ ５０

学校給食
人勧分 ５０ ５ ７９ １３４

制度改正分 ０ ０ ０ ０

企業会計
人勧分 ５，６６９ ５６６ １０，０７７ １６，３１２

制度改正分 ２７８ ２９ ０ ３０７

合計 １０７，９３９ １０，８１２ １２９，８６５ ２４８，６１６

（単位：千円）

総務常任委員会資料
（議案第１３８号、議案第１４０号）


